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登 監 査 第 6 4 号 

平成２２年１１月１７日 

 

 

登米市長             布 施 孝 尚 様 

登米市議会 議長    星   順 一 様 

 登米市病院事業管理者  大 橋   章 様 

 

                   登米市監査委員 星   紘 毅 

                     登米市監査委員 清水上 芳 江 

                     登米市監査委員 庄 子 喜 一 

 

平成２２年度随時監査（第２回工事監査）の結果について（報告） 

 

地方自治法第１９９条第５項の規定に基づき随時監査（第２回工事監査）を実施した

ので、同条第９項の規定によりその結果を別紙のとおり報告します。 

なお、監査の結果に基づき、又は監査の結果を参考として措置を講じたときは、同条

第１２項の規定により通知願います。 

写 
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監 査 結 果 報 告 

 

１ 監査の種類 

  地方自治法第１９９条第５項の規定に基づく随時監査（第２回工事監査） 
 
２ 監査実施日程及び対象 

【監査対象事業】１１課（室）・１０事業 

月 日 監  査  対  象 

午

前 

建設部 日根牛地区整備対策室 

①日根牛地区宅地造成事業 

医療局 医療管理課 

②登米診療所（西館ほか）解体工事 
１０月１８日 

（現地調査） 

午

後 

建設部 道路課 / 産業経済部 新産業対策室 

③長沼企業用地造成事業 

午

前 

教育委員会 生涯学習課 
 ④登米図書館冷房設備設置工事 

１０月１９日 

（書類審査） 
午

後 

教育委員会 教育総務課 
 ⑤豊里中学校屋内運動場屋根外壁等改修工事 

午

前 

産業経済部 農村整備課 / 商工観光課 
 ⑥石越高森公園木製遊具修繕工事 
⑦石越高森公園ﾌｧﾝｼｰｻｲｸﾙｺｰｽ舗装工事 １０月２０日 

（書類審査） 
午

後 

企画部 企画振興課 
 ⑧登米市地域情報通信基盤整備工事 

午

前 

建設部 下水道課 
 ⑨沢田地区農集排処理施設（設備）工事 

１０月２１日 

（書類審査） 
午

後 

医療局 医療管理課・用度課 
 ⑩佐沼病院耐震補強工事 

 

３ 監査執行者 

  登米市監査委員 星   紘 毅 
     同    清水上 芳 江 
     同    庄 子 喜 一 
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４ 監査方法 

平成２２年度入札関係台帳・随意契約関係台帳（建設工事）を基に対象事業を選定 

し、経済性、効率性、有効性の観点を主眼とし、工事の起工から完了までの事務手続

きに留意し関係書類等について監査するとともに、関係職員から事業概要及び実施状

況等について聞き取り調査を実施した。 

また、工事進捗状況等の確認のため現地調査を行った。 

 
 
５ 監査結果 

建設工事に関する契約台帳を基に、工事完了済みの事業及び工事中の事業１０事業 
を対象に監査（現地調査３事業、書類審査７事業）を実施した。 
その結果については、以下のとおりである。 

 

（１）全般的事項 

事業全般に係る事務の執行及び事業の管理は適正であり、工事もおおむね良好に

施工されていると認められた。 

また、国の「地域活性化・きめ細かな臨時交付金」等を活用した繰越事業につい

ては、交付金の緊急経済対策の趣旨からも工事の発注や進捗が遅延することのない

よう計画的な事務事業の執行に努め、工期内完了を目指し努力されたい。 

なお、監査を行った事業の個別の意見は次のとおりである。 

 

（２）個別事項 

 

 ①日根牛地区宅地造成事業 

  ②登米診療所（西館ほか）解体工事 

  ③長沼企業用地造成事業 

 

以上の事業については、工事の進捗状況等について現地調査を行ったところ、施工 

 計画のとおり事業が実施されていることを確認した。 
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④登米図書館冷房設備設置工事 

事業概要  登米図書館の冷房機械設備・電気設備工事一式 

契約業者名 （有）岩渕電気 

契 約 金 額 ６８２,５００円 

契約年月日 平成２２年 ８月 ９日 

平成２２年 ８月１０日から 
工   期 

平成２２年 ８月３１日まで 

繰 越 方 法 明許繰越 

監 査 意 見 

地域活性化・きめ細かな臨時交付金で平成２１年度に予算措

置し繰越した事業である。交付金の趣旨からも早期着工すべき

事業であるが、冷房を必要とする時期に工事を完了できなかっ

たことは、工事発注など一連の事務に遅れが生じたと言わざる

を得ない。交付金事業により繰越事業が多いことや技術職がい

ないこともその理由とのことであるが、事業の執行管理の手法

について改善を要する。 

 

 

⑤豊里中学校屋内運動場屋根外壁等改修工事 

事 業 概 要 屋根・外壁・内装改修工事一式 

契約業者名 （株）阿部興業 

契 約 金 額 ６４,８６９,０００円 

契約年月日 平成２２年 ８月１３日 

平成２２年 ８月１６日から 
工 期 

平成２２年１１月３０日まで 

繰 越 方 法 明許繰越 

監 査 意 見 

学校行事との調整から工事の進捗に若干の遅れが生じてい

るが、施工管理を十分行い工期内に完成するよう努力された

い。 
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⑥石越高森公園木製遊具修繕工事 

 

事 業 概 要 

 

木製遊具の腐食が激しく、緊急性の高い箇所の修繕 
木製コンビネーション（本体、屋根、吊橋、パイプ柵、タイヤ
渡り）一式、バルコニー、土留柵の修繕 

契約業者名 （株）環境産業 

契 約 金 額 ８,２９５,０００円 

契約年月日 平成２２年 ５月１０日 

平成２２年 ５月１１日から 
工 期 

平成２２年 ７月２０日まで 

繰 越 方 法 明許繰越 

監 査 意 見 

未契約繰越となった事業であるが、同種の既決予算の整備事

業と整合性を図りながら遊具を含めた安全対策を徹底された

い。 

 

 

⑦石越高森公園ファンシーサイクルコース舗装工事 

事 業 概 要 

公園内｢チャチャワールド」のファンシーサイクルコースの 
舗装亀裂に伴い、利用者の安全確保のため改修。 
舗装工：舗装ｔ＝3ｃｍ、A=1,191 ㎡、施工面積 A=1,191 ㎡ 
塗装工：A=1,191 ㎡ 

契約業者名 （株）ゴトウ産業 

当初 ４,０４２,５００円 
契 約 金 額 

変更 １４７,０００円 

当初 平成２２年 ６月２４日 
契約年月日 

変更 平成２２年 ７月１４日 

平成２２年 ６月２５日から 
当初 

平成２２年 ７月２０日まで 工 期 

変更 平成２２年 ７月３０日まで 

繰 越 方 法 明許繰越 

監 査 意 見 

未契約繰越となった事業であるが、同種の既決予算の整備事

業と整合性を図りながら遊具を含めた安全対策を徹底された

い。 
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⑧登米市地域情報通信基盤整備工事 

事 業 概 要 
光ファイバー幹線網及び超高速インターネット接続環境の整

備に係る設備等設計及び施工、保守運用、管理業務 

契約業者名 東日本電信電話（株）宮城支店 

契 約 金 額 ４３３,０２０,０００円 

契約年月日 平成２２年 ６月２２日 

平成２２年 ６月２３日から 
工 期 

平成２３年 ３月１８日まで 

繰 越 方 法 明許繰越 

監 査 意 見 
適切な施工管理により工期内完成を図るとともに、市全体と

して投資効果が上がるよう事業を進められたい。 

 

 

⑨沢田地区農集排処理施設（設備）工事 

事 業 概 要 農集排処理施設工事 管路Ｌ＝10,000ｍ 

契約業者名 扶桑建設工業（株）仙台支店 

契 約 金 額 ７６,４４０,０００円 

契約年月日 平成２２年 ８月２４日 

平成２２年 ８月２５日から 
工 期 

平成２３年 ３月２５日まで 

監 査 意 見 

工期内に完了するよう工程の指導、管理を徹底されたい。 

また、下水道工事に係る分担金徴収や各戸への接続推進など

下水道が抱える課題解決に向けて工事と並行して受益者への

周知や理解を図り効率的な運用に努力されたい。 
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⑩佐沼病院耐震補強工事 

事 業 概 要 
耐震補強工事：RC 造壁増設工事、枠付鉄骨ブレース工事、増

設枠付鉄骨ブレース工事、補強 RC 開口閉塞工事、その他工事 

契約業者名 間組・シンセイ特定建設工事共同企業体 

当初 ３５９,８３５,０００円 
契 約 金 額 

変更 ８９,４６０,０００円 

当初 平成２２年 ４月１２日 
契約年月日 

変更 平成２２年 ７月２３日 

平成２２年 ４月１３日から 
工 期 当初 

平成２３年 ２月２８日まで 

繰 越 方 法 継続費 

監 査 意 見 

本体の耐震補強工事と別に付帯工事（建築設備・機械設備・

電気設備の改修）の施工を計画していたが、本体工事契約後に

付帯工事の一部（建築設備改修に係る部分）を本体工事に組み

入れ変更契約を行ったものである。 

変更契約の内容及び工事の経済性から本来、設計段階で一つ

の工事として取り扱うべき事業と思われる。今後の工事発注に

あたっては、十分に精査のうえ進められたい。 

また、工事の設計・施工監理に係る一連の事務執行に関し、

医療局内及び市長部局の複数の部署が関わっており、その連絡

調整を図るとともに責任の所在を明確にしたうえ取り組まれ

たい。 

 


